
 

作手地区路線バス運行の見直しについて 

 

Ｓバス守義線の概要（変更案） 

路線名 守義線 

変更予定日 令和元年１０月１日 

運行形態の概要 

月曜日～土曜日 

（日曜、祝日、振替休日及び１２月２９日～１月３日は運休） 

診療所前～総合支所前～高里～川尻～旧開成小前～田原～大下～ 

黒瀬～善夫～木和田口～菅沼～豊邦口～中菅沼～上菅沼～小夫田 

～伍領～守義～儀光～小滝～下小滝～鳴沢橋 

運行方法：定時定路線運行 

変更理由 利用状況及び地域住民との協議を踏まえ、運行の効率化を図る。 

運行時間帯 

（変更前） 

午前７時台～午前６時台 

（変更後） 

午前７時台、午後４時台及び午後６時台（別紙１のとおり） 

運行日 
月曜日～土曜日 

（日曜、祝日、振替休日及び１２月２９日～１月３日まで運休） 

運行本数 

（変更前） 

４月～１０月 １日往復５回 

１１月～３月 １日往路４回及び復路５回 

（変更後） 

４月～１０月 １日往路１回、復路２回 

１１月～３月 １日往路１回、復路１回 

バス停数 

２１箇所 

診療所前、総合支所前、高里、川尻、旧開成小前、田原、大下、 

黒瀬、善夫、木和田口、菅沼、豊邦口、中菅沼、上菅沼、小夫田 

伍領、守義、儀光、小滝、下小滝、鳴沢橋 

料金体系 大人：２００円 小学生・障がい者：１００円 

運行事業者 
（変更前）西三交通株式会社 

（変更後）入札により決定 

市の関与 運行業務委託契約 

運行車両 
（変更前）１台（３１人乗りバス） 

（変更後）１台（１４人乗りハイエース） 

接続する公共交通 Ｓバス作手線 乗継拠点（作手高里） 

路線概要図 別紙２のとおり 

 

 

 

 

協議資料１ 



別紙１ 
時刻表 

 
  



別紙２ 
路線概要図 

 



Ｓバスつくであしがる線の概要（変更案） 

路線名 （仮称）つくでデマンドバス 

変更予定日 令和元年１０月１日 

運行形態の概要 

（変更前） 

月曜日～土曜日 

（日曜、祝日、振替休日及び１２月２９日～１月３日は運休） 

月曜日 

診療所前～総合支所前～高里～川尻～旧開成小前～田原～大下 

～黒瀬～善夫～木和田口～岩波～鴨ヶ谷～鴨ヶ谷口 

火曜日 

診療所前～総合支所前～高里～川尻～旧開成小前～田原～大下 

～下り沢～子生道～中河内老人憩の家前～中河内詰所前～ 

長ノ山～東田原 

水曜日及び土曜日 

診療所前～総合支所前～高里～鴨ヶ谷口～市場～北畑～川合～ 

野郷～戸津呂～旭橋～見代～旧協和小前～改善センター前～ 

～小林～川手～弓木～上大和田～大和田 

木曜日 

診療所前～総合支所前～高里～鴨ヶ谷口～市場～北畑～川合～ 

野郷～戸津呂～和田～鬼久保ふれあい広場～須山～相寺 

金曜日 

診療所前～総合支所前～高里～鴨ヶ谷口～相寺～赤羽根～ 

旧協和小前～大田代～田代老人憩の家前～見代～旭橋～戸津呂 

～野郷～川合～北畑～市場 

運行方法：定時定路線運行 

（変更後） 

運行区域：新城市作手地区（１１７．４㎢） 

運行方法：予約によるエリアデマンド方式バス運行 

※既存のバス停位置を地域共通の乗降場所として利用しながら、可

能な限り利用者の希望により乗降できるよう、予約状況に応じた

区域運行を行う。また、地域のニーズ、要望等に基づき増設して

いくことも想定。 

変更理由 
利用状況及び地域住民との協議を踏まえ、運行の効率化及び利便性

の向上を図るため。 

運行時間帯 

（変更前） 

午前７時台～午後５時台 

（変更後） 

午前７時～午後７時 

運行日 
月曜日～土曜日 

（日曜、祝日、振替休日及び１２月２９日～１月３日まで運休） 

運行本数 
（変更前）１日４回 

（変更後）予約状況に応じて運行 

バス停数 
（変更前）２９箇所 

（変更後）２９箇所のほか、守義線の２１箇所（共通乗降場所） 

料金体系 大人：２００円 小学生・障がい者：１００円 



 

運行事業者 
（変更前）西三交通株式会社 

（変更後）入札により決定 

市の関与 運行業務委託契約 

運行車両 

（変更前）１台（３１人乗りバス） 

（変更後）２台（１４人乗りハイエース、７人乗りワゴン車） 

※１４人乗りハイエースは、守義線運行時は使用しない。 

接続する公共交通 Ｓバス作手線 乗継拠点（全ての停留所に接続が可能） 

運行区域概要図 別紙３のとおり 

運行のルール 

１）利用者登録 

（仮称）つくでデマンドバスを利用する地域住民を対象に、予

約時の簡素化、効率化のための無料利用者登録を進める。登録

は市が行い、予約事務受託者が利用する。 

２）予約 

受付を行う新城市社会福祉協議会（場所：虹の郷）に利用者が

電話または虹の郷受付で、乗車する前日の午後５時までに予約

する。予約事項は、利用日時、乗降場所、氏名、電話番号。 

３）安全対策 

（仮称）つくでデマンドバス運行に係る安全対策（案） 

（仮称）つくでデマンドバス運行に際し、道路交通法を遵守する

ことのほか、以下のとおり運行することにより、利用者及び運行事

業者、その他の安全を確保する。 

１ 運行に関する安全対策 

① 運行ルートは、原則として左折を主とし、右折を避けるルート

を作成する。 

② 車両は、危険箇所のない道路を走行する。 

③ 車両は、道路上での後退及び転回をしない。 

④ 車両は、原則として幅員４ｍ以上の道路を走行する。 

⑤ 車両は、利用者が乗降中であることを後続車にわかるよう表示

（合図）する。 

⑥ 運行中は、デマンド運行中であること及び車両が共通乗降場所

以外の場所でも停車する可能性がある旨を表示する。 

⑦ 車両を発進するときは、利用者の着席を確認する。 

２ その他の安全対策 

⑧ 利用者及び運行事業者、その他の団体などを対象とした研修、

講習会等の機会を創出し、交通安全意識の高揚を図る。 

 

 

  



別紙３ 
運行区域図 

 



Ｓバス守義線（現行） 

路線名 守義線 

起点 新城市作手高里字縄手上１０番地１ 

終点 新城市作手守義字小滝８１番地１５ 

事務所及び車庫 新城市作手高里字縄手上６０番地（新城市作手総合支所内） 

停留所 

診療所前、総合支所前、高里、川尻、旧開成小前、田原、大下、 

黒瀬、善夫、木和田口、菅沼、豊邦口、中菅沼、上菅沼、小夫田、 

伍領、守義、儀光、小滝、下小滝、鳴沢橋 

運行回数 
４月から１０月まで １日往復５回 

１１月から３月まで １日往路４回及び復路５回 

運行日 
月曜日～土曜日 

（日曜、祝日、振替休日及び１２月２９日～１月３日は運休） 

料金体系 大人：２００円 小学生・障がい者：１００円 

運行車両 １台（３１人乗り） 

接続する公共交通 Ｓバス作手線 乗継拠点（作手高里） 

 

時刻表 

 



Ｓバスつくであしがる線（現行） 

路線名 つくであしがる線 

起点及び終点 新城市作手高里字縄手上６０番地 

事務所及び車庫 新城市作手高里字縄手上６０番地（新城市作手総合支所内） 

停留所 

月曜日 

診療所前、総合支所前、高里、川尻、旧開成小前、田原、大下、 

黒瀬、善夫、木和田口、岩波、鴨ヶ谷、鴨ヶ谷口 

火曜日 

診療所前、総合支所前、高里、川尻、旧開成小前、田原、大下、 

下り沢、子生道、中河内老人憩の家前、中河内詰所前、長ノ山、 

東田原 

水曜日及び土曜日 

診療所前、総合支所前、高里、鴨ヶ谷口、市場、北畑、川合、 

野郷、戸津呂、旭橋、見代、旧協和小前、改善センター前、小林、 

川手、弓木、上大和田、大和田 

木曜日 

診療所前、総合支所前、高里、鴨ヶ谷口、市場、北畑、川合、 

野郷、戸津呂、和田、鬼久保ふれあい広場、須山、相寺 

金曜日 

診療所前、総合支所前、高里、鴨ヶ谷口、相寺、赤羽根、 

旧協和小前、大田代、田代老人憩の家前、見代、旭橋、戸津呂、 

野郷、川合、北畑、市場 

運行回数 １日４回 

運行日 
月曜日～土曜日 

（日曜、祝日、振替休日及び１２月２９日～１月３日は運休） 

料金体系 大人：２００円 小学生・障がい者：１００円 

運行車両 １台（１５人乗り） 

接続する公共交通 Ｓバス作手線 乗継拠点（作手高里） 

 

  



時刻表 

 



 



 
 

  



路線図 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


